
第３ 生産物分類策定研究会における検討 

１ 財分野の生産物分類の検討の進め方及び分類原案の作成方法 

 

(1) 財分野の生産物分類の検討の進め方 

検討年月日 １回目：第 21 回研究会（令和元年６月 24 日） 

２回目：第 22回研究会（令和元年８月７日） 

     

○ 財分野の生産物分類策定のスケジュールについて 

第 21回研究会において、事務局から財分野の生産物分類の策定に係る研究会の検討スケ

ジュール案が提案された（図表２－１）。 

研究会では、スケジュール案について、①財分類の生産物分類の決定は産業分類改定の

検討状況を踏まえて 2023 年度末に行うとのことだが、サービス分野の生産物分類と同様

に、財分野についても、統合分類と詳細分類のみについて 2020 年度末時点で決定すれば、

関連統計の作成に役に立つのではないかと考える、②最後の 2 回の研究会で全体調整を行

うとのスケジュールとなっているが、上位層構造を最後の 2 回で決定することは厳しいの

ではないかとの意見があった。 

事務局は、この意見を受けて、上記①の意見については選択肢の一つとして認識し、2020 

年度末における財分野及び生産物分類全体の取りまとめ段階において改めて検討する、上

記②の意見については、分類構造の策定方針及び分類構造の大枠等を 2020 年度後半以降

に、できるだけ前広に研究会に提示するという対処方針案を第 22回研究会に提示し、いず

れも了承を得た。 

 

○ 財分野の検討の進め方について 

第 21回研究会において、事務局から財分野の生産物分類の基本的な考え方、分類原案の

作成方法などについてまとめた「財分野の検討の進め方について（方向性）」（図表２－２）

が提示された。 

研究会において上記の「財分野の検討の進め方について（方向性）」は基本的に了承され

たが、財分野の生産物分類策定において留意すべき点として、様々な意見が述べられた。

主な意見とそれらに対する事務局の対処方針案は以下のとおりであり、第 22回研究会にお

いて検討した結果、基本的に了承された。 

 

ア 工業統計と生産動態統計の品目分類の在り方 

研究会では、両統計の品目分類を如何に採用するかがひとつの課題と考えられるが、

両統計は目的や方法が異なることから、品目分類を完全に一致させることは困難だろう

と思われるので、両統計の目的を考慮しながら、どのレベルで生産物分類を導入するの

か、どこまで整合性を高めることができるのかといった点について検討する必要がある

との意見があった。 

これに対して事務局は、研究会におけるご意見に留意して分類原案の策定を行いたい

との対処方針案を示した。 
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イ 財とそれに対応する卸売・小売サービスの整合性 

研究会では、卸売業，小売業については、生産物分類は販売される商品別の分類にし、

産業分類は業態別の分類とするなど、役割分担を明確にし、経済センサス等において実

際にどのように把握をするのかいうことにも考慮しながら、財とそれに対応する卸売・

小売サービスを整合的に策定すべきであるとの意見があった。 

これに対して事務局は、卸売業，小売業について生産物分類では販売される商品別の

分類とする方向で検討を進め、原則として、対応する財と整合的に（販売する財別に）

設定することとする対処方針案を示した。 

 

ウ 工業のサービス化への対応 

研究会では、工業のサービス化が進む中で、財とサービスを分離できないものについ

て、生産物分類上どのように扱うべきかを検討していく必要があるとの意見があった。 

     これに対して事務局は、工業のサービス化についてはその意味するところや、実態及

び今後の見通し等について把握し、生産物分類においてどのような対応が可能かについ

て留意しつつ検討を進めるとの対処方針案を示した。 

 

エ 生産設備を持たない事業所や生産工程だけを請け負う事業所の扱い 

     研究会では、自社で生産設備を持たない事業所や生産工程だけを請け負う事業所につ

いて、製造業としてよいのか検討していく必要があるという意見や、従来の賃加工は、

基本的に同一産業の中のものと捉えられていたが、小売事業者が海外の製造事業者に製

造を委託するなど、産業を超えて、国を超えて事業が展開されており、このような状況

も考慮して検討する必要があるという意見があった。 

     これに対して事務局は、賃加工については、原則として、製造品とは区分して設定す

ることとするが、その概念や範囲等については、生産設備を持たない事業所や生産工程

だけを請け負う事業所の実態及び今後の見通し等を踏まえ、生産物分類においてどのよ

うな対応が可能かについて留意しつつ検討を進めるとの対処方針案を示した。 

 

オ 日本で生産していない財の扱い 

研究会では、生産物分類上、日本で生産していないものであっても、需要があるもの

は生産物分類の分類項目として設定する必要があるとの意見があった。 

これに対して事務局は、日本で生産していない財であっても、需要があり、実際に取

引されている財は分類項目として設定する方向で検討するとの対処方針案を示した。 

 

カ くず・副産物、中古品、有価物・廃棄物の扱い 

     研究会では、くず・廃物についてコードを付与し、識別ができるようにした方がよい

という意見や、中古品の扱いについて新品と区分するべきか今後検討が必要であるとの

意見があった。 

     これに対して事務局は、くず・廃物については、既存の工業統計や産業連関表などを
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参考に、生産物分類においてどのような識別コードを付与するかを検討することや、中

古品の扱いについて引き続き検討を行う旨の対処方針案を示した。 

 

キ 国産品と輸入品の区分及び部品と完成品の区分について 

     研究会では、国産品と輸入品で質や用途が異なる場合に、両者を区分することもあり

得るのではないかという意見があった。また、用途で区分するという点については、輸

入品のほかに、中間消費と最終需要で分ける観点から、部品と完成品を区分すべきか否

かということも検討する必要があるとの意見があった。 

     これに対して事務局は、国産品と輸入品の区分については、生産物分類の分類基準に

照らして、国産品と輸入品で用途や質に違いがあると認められる場合は区分することと

することや、部品と完成品の区分については、基本的に用途が異なると考えられること

から、実際に取引され、かつ把握可能性が確認できるものについては、区分して設定す

る方向で検討するとの対処方針案を示した。 
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図表２－２ 

 

財分野の検討の進め方について（方向性） 

 
１ 基本的な考え方 

○ 策定の基本的な考え方については、原則として「サービス分野の生産物分類（2019 年

設定）」を踏襲することとし、今後の研究会における議論等を踏まえて、必要に応じて見

直しを検討する。 
○ なお、「生産物分類策定の基本的な考え方」（平成 29 年 10 月 25 日）については、現段

階で特に見直し等は行わない。 
 
２ 分類原案の作成方法 

 ○ 各産業の生産物分類原案については、事務局及び経済産業省が、関係府省庁等の協力

を得て、関係する既存統計（工業統計、商業統計、建築着工統計など）をベースに、ＮＡ

ＰＣＳやその他の国際分類と比較し、企業や関係団体へのヒアリングを通じて企業の回

答可能性を考慮しながら作成する。 
 ○ なお、本年度の委託調査研究では、検討分野となる農林漁業、鉱業、建設業、製造業、

卸売・小売業における副業（多角化事業）の状況を中心に調査することとしており、そ

の結果を活用して検討資料を作成する。 
 
３ 検討資料 

○ 検討資料については、サービス分野での議論の状況を踏まえ、一部簡素化を検討する。

具体的には以下のとおり。 
  ・ ワークシート１（一次原案作成用）を廃止し、代わりに、Ａ４版で関係する国際分類

や既存統計の該当箇所を抜粋したものや、企業や関係団体へのヒアリング結果を整理

した参考資料を作成する。 
  ・ ワークシート２（二次原案作成用）は、Ａ３版からＡ４版に変更し、ＪＳＩＣ中分類

又は小分類別に、分類案のコード番号、名称、説明・内容例示、備考、初出コードを整

理して掲載する。 
    なお、従前、ワークシートの最初に総括表として添付した「産業別生産物リスト」

は廃止する。 
  ・ 産業（業界）研究資料については、基本的に従前どおり作成する。 
 
４ 研究会における論点 

 ○ 財分野は既存統計における分類項目数が多いため、研究会での議論は、以下のような

着眼点を設定し、論点を絞って検討する。 
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 （着眼点の例） 
  ① 既存統計調査品目とＮＡＰＣＳ等の国際分類とで、分類の切り口が異なるもの 
   （例）既存統計では生産技術や原材料により分類されているが、国際分類では家庭用・

事業用など用途により分類されている 
  ② 既存統計調査品目とＮＡＰＣＳ等の国際分類とで、粒度が異なるもの 

③ 既存統計調査において、調査の実施上又は GDP 統計の推計上、課題となっているも

の 
 
５ 財分野を含む生産物分類全体の取りまとめ 

○ 資料２－２のスケジュールのとおり、生産物分類全体の取りまとめは、2020 年度末を

目途に行うこととしているが、この時点では正式に決定せず、産業分類の改定の検討状

況を見ながら、必要に応じて内容の反映を検討する。 
 
６ その他 

 ○ 上記の方向性を踏まえて、「生産物分類策定作業手順書（案）」（平成 29 年 10 月 25 日

現在）を改定する。 
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(2) 分類原案の作成方法 

検討年月日 第 22回研究会（令和元年８月７日） 

 

    第 22回研究会では、事務局から、今後の個別分野の生産物分類の策定に際しての作業

手順を記載した「生産物分類策定作業手順書(案)」（図表２－３）が提示され、分類原案

の作成方法について議論が行われた。 

議論において、今回の生産物分類の対象を基本的に有価物とするのであれば、後置符号

を設けることとした「くず・廃物」のうち、廃物は入らないのではないかという意見に対

しては、事務局から、経済センサス－活動調査や工業統計では「くず・廃物」という名称

で調査をしており、これを参考にしたものであるが、総務省統計局及び経済産業省とも相

談し、必要に応じて見直しを検討するとの回答があった。 

また、分類原案を作成する際に、国際分類との比較・検討を行うこととしているが、我

が国における伝統的な品目の取扱い方と国際分類とで考え方が相違するようなところにつ

いては、必ずしも国際分類に合わせなければならないということはないという意見に対し

ては、事務局から、検討過程においてそのような事例が生じた際には、研究会において議

論を行うとの回答があった。 

このほか、「生産物分類策定作業手順書(案)」に関しては研究会で特段の異論等はなか

ったため、事務局はこれに従い、分類原案を作成することとなった。 
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図表２－３ 

 

生産物分類策定作業手順書（案） 

 

平成 29年 10月 25日作成 

令和元年８月７日改定 

総務省政策統括官（統計基準担当）付統計審査官室 
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第２ 作業用資料一覧 .......................................................  2 

 

第３ 作業手順詳説 

【産業大分類別の作業】 .....................................................   4 

【産業横断的に行う作業】 ...................................................  11 

 

別紙様式 

【別紙様式 1】産業（業界）研究資料 

【別紙様式 2】産業別生産物分類リスト 

【別紙様式 3】主な御意見とその対処方針（案） 

  

（注）本作業手順書（案）は、令和元年度以降の財分野の生産物分類の検討に当

たって、これまでの手順書（案）を一部改定したものであり、今後、生産物

分類策定研究会における議論等を踏まえて、変更・修正があり得る。 
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第２ 作業用資料一覧  

【作業用資料】 

01 産業（業界）研究資料【別紙様式 1】 

 02 産業別生産物分類リスト【別紙様式 2】 

 03 主な御意見とその対処方針（案）【別紙様式 3】 

 

【主な作業用参考資料】 

01 日本標準産業分類（ＪＳＩＣ）（平成 25年 10月改定） 

 02 北米生産物分類システム（ＮＡＰＣＳ）（2017年第 1.0ベータ版） 

 03 欧州共同体活動別生産物分類（ＣＰＡ）（第 2.1 版） 

 04 中央生産物分類（ＣＰＣ）（第 2.1版） 

 05 北米産業分類システム（ＮＡＩＣＳ）（2017 年） 

 06 欧州共同体産業分類（ＮＡＣＥ）（第 2.0版） 

 07 国際標準産業分類（ＩＳＩＣ）（第 4版） 

08 商品の名称及び分類についての統一システム（ＨＳ）（2017年改定） 

 09 2017年アメリカ経済センサス調査票生産物リスト 

 10 目的別家計消費分類（ＣＯＩＣＯＰ）（2018 年） 

 11 平成 27年産業連関表 

 12 平成 28年経済センサス-活動調査 

 13 サービス分野の生産物分類（2019年設定） 
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（参考）国際分類及び北米、欧州、日本における各種分類の整備状況と対応関係 

 

 

  

産業分類 生産物分類 貿易品目分類 

国際分類 

欧州分類 

北米分類 

日本 

ＩＳＩＣ ＣＰＣ ＨＳ 

ＮＡＣＥ ＣＰＡ ＣＮ 

ＮＡＩＣＳ ＮＡＰＣＳ 

ＪＳＩＣ ＪＳＣＣ 

（注） 

 1 実線の矢印（  ）は、始点の分類が基準分類となり、分類構造でリンクしていることを示す。 

 2 破線の矢印（  ）は、始点の分類が基準分類となり、分類項目対照表でリンクしていることを示す。 

 3 破線（矢なし）は、分類項目対照表でリンクしていることを示す。 

 4 NAICSと NAPCSの対照表は公表されていないが、「NAPCSフェーズⅠ-Ⅲ生産物リスト」（NAPCS Phase I-Ⅲ 

 Product Lists）では、NAPCS暫定生産物と NAICSとの対応関係が示されている。 

5 欧州合同関税品目分類表（Combined Nomenclature, a European classification of goods used for foreign 

 trade statistics） 

6 CPAと CNは、PRODCOM（欧州鉱工業生産統計分類）を介してリンクしている。 

7 日本標準商品分類（平成 2年 6月改定） 

（注 4） 

（注 5） （注 6） 

（注 7） 
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第３ 作業手順詳説 

【産業大分類別の作業】 

１ 産業（業界）研究 

ここでは、「産業（業界）研究資料」【別記様式 1】により、検討対象となる産業の業界

研究を通じて、業界全体の概略を把握し、分類原案の検討の参考情報を整理する。本資料

に盛り込むべき主な項目は以下のとおり。なお、本資料は非公表とする。 

① 関係法令等 

検討対象の産業（業界）において以下のような事項を規制している法令や業界の自主

規制がないか確認し、商品・サービスの特定に関連する可能性のある法令名を本欄に

記載し、必要に応じて関係条文を別添する。 

ⅰ）所管官庁に対する品目別売上等の報告等 

ⅱ）会計処理・経理区分 

ⅲ）特定の財・サービスに課される税（酒税、たばこ税等） 

② 業界売上高・事業所数等 

「平成 28年経済センサス－活動調査結果」から、産業(細分類)別事業所数、売上（収

入）金額等を記載する。また、これ以外に業界におけるシェアや財・サービスの種類別

の売上状況等がわかる統計や既存資料等があれば、必要に応じて記載する。 

③ 主な商品・サービス等 

    企業 HPや各種統計、業界団体等が提供する情報等を参考に、検討対象の産業（業界）

に属する企業が提供する主な商品・サービス等について記載する。 

④ 備考 

その他生産物分類の策定に当たって参考とすべき情報があれば記載する。 

   

２ 産業別生産物分類策定参考資料の作成 

ここでは、検討対象の産業（ＪＳＩＣ中分類又は小分類）ごとに「産業別生産物分類策

定参考資料」（国際分類、既存統計調査品目、調査研究結果、関係するサービス分野の生

産物分類など）を作成する。具体的な作成方法は以下のとおり。 
(1) 検討対象の産業に対応する①ＮＡＰＣＳ（2017 年）、②2017年アメリカ経済センサ

ス調査品目、③ＣＰＡ（Ver.2.1）、④ＣＰＣ（Ver.2.1）、⑤ＨＳ（2017 年）を以下の

とおり抽出し、「産業別生産物分類策定参考資料」に添付する。 

① ＮＡＰＣＳ（2017年） 

検討対象の産業に係るＮＡＰＣＳ（2017 年）の生産物を抽出し、その写しを添付

する。 

② 2017年アメリカ経済センサス調査品目 

①で抽出したＮＡＰＣＳ（2017 年）の生産物に対応する 2017年アメリカ経済セン

サス調査品目を抽出し、その写しを添付する。 

③ ＣＰＡ（Ver.2.1） 

検討対象の産業に対応するＣＰＡ（Ver.2.1）の生産物を抽出し、その写しを添付

22



する。 

④ ＣＰＣ（Ver.2.1） 

検討対象の産業に対応するＣＰＣ生産物を抽出し、その写しを添付する。 

⑤ ＨＳ（2017年） 

検討対象の産業に係るＨＳ（2017年）の品目を抽出し、その写しを添付する。 

⑥ ＣＯＩＣＯＰ（2018年） 

検討対象の産業に係るＣＯＩＣＯＰ（目的別家計消費分類）（2018年）の品目を抽

出し、その写しを添付する。 

 

(2) 検討対象の産業に係る既存統計調査の調査品目のうち、生産物分類の策定に当たっ

て参考となるものを以下のとおり抽出し、「産業別生産物分類策定参考資料」に添付す

る。 

① 産業連関表（平成 27年） 

検討対象の産業に対応する平成 27年産業連関表細品目（10桁）を抽出し、その写

しを添付する。 

② 平成 28年経済センサス－活動調査 

検討対象の産業に係る平成 28年経済センサス－活動調査の調査品目の写しを添付

する。なお、下記③で抽出した既存統計調査の調査品目が平成 28年経済センサス－

活動調査の調査品目とほぼ同様であるなど、下記③で抽出した既存統計調査の調査

品目により代替可能と認められる場合には添付を省略して差し支えない。 

③ 上記以外の統計調査 

上記①及び②以外の既存統計の調査品目のうち、検討対象の産業に係る生産物分

類の策定に当たって参考となるものを抽出し、本参考資料に添付する。 

 

(3) その他、検討対象の産業に係る以下の資料を本参考資料に添付する。 

 ① 企業等に対するヒアリング結果 

検討対象の産業に係る企業・関係団体等に対するヒアリング結果の概要を整理し

て、本参考資料に添付する。 

 ② 委託調査研究結果 

検討対象の産業に係る委託調査研究結果について、調査研究結果が取りまとめら

れ次第、本参考資料に添付する。 

 ③ 関係するサービス分野の生産物分類 

必要に応じて、検討対象の産業に係る生産物分類の策定に当たって参考となるサ

ービス分野の生産物分類を、本参考資料に添付する。 

 

３ 分類原案の作成 

３．１ 一次原案の作成 

ここでは、検討対象産業の主業の生産物について、経済センサス‐活動調査の調査品
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目、産業連関表部門分類のほか、検討分野に係る既存統計の調査品目を参考に、検討の

ベースとなる生産物リスト（一次原案）を作成する。 

「一次原案」は研究会資料として提出するものではないが、事務局が原案を作成する

上でのベースとなるものとして整理する。なお、検討分野によっては既存統計以外の

情報を元に一次原案を策定する場合もあり得る。 

既存統計のうち、どの統計の調査品目を検討のベースとするかについては、所管府省

庁等の意見も踏まえて決定する。また、既存統計において調査品目に関する課題等が

あれば把握し、分類原案の検討に際して留意する。 

 

３．２ 二次原案の作成 

  ここでは、3.1で作成した一次原案について、国際分類との比較・検討、企業・関係

団体等へのヒアリング、その他の関係情報等を参考に二次原案を作成する。 

 (1) 国際分類との比較・検討 

上記 3.1 で作成した一次原案について、国際分類と比較し、分類の構成や粒度を

修正する余地がないか検討する。 

比較に当たっては、主として用途の違いに着目し、ＮＡＰＣＳ及びアメリカ経済 

センサス調査品目との対応関係を基本としつつ、検討対象産業の状況に応じて、ＣＰ

Ａ、ＣＰＣ及びＨＳとの対応関係についても考慮する。 

(2) 企業・関係団体等へのヒアリング 

検討対象の産業分類の格付けられる企業や関係団体等に対して、主に以下の事項

についてヒアリングを行う。 

① 企業（業界）における経理上の売上金額の内訳区分 

② 生産する商品・サービスについて、事業用、家庭用などの需要先別の区分可 

能性 

③ 事務局が検討している分類原案の統計調査における回答可能性 

④ 副次的な生産活動（副業）の生産物の産出状況 

⑤ その他（傘下事業所における回答可能性、法令等に基づく国等への報告の有 

無など） 

 

(3) 産業別生産物分類リスト（二次原案）の作成 

上記 2で作成した「産業別生産物分類策定参考資料」、企業、関係団体等へのヒア

リング及び委託調査研究の結果等を参考に、検討対象の産業に係る主業及び副業の

生産物を検討し、「産業別生産物分類リスト」【別紙様式 2】（統合分類及び詳細分類）

を作成する。 

    ア 分類基準 

当該リストの作成に際しては、「サービス分野の生産物分類（2019 年設定）」の

分類基準に基づき作成する。 
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サービス分野の生産物分類（2019年設定）（抜粋） 

３ 分類基準 
（１）本分類は、経済活動における生産の成果として産出される生産物について、主に

生産物の用途又は生産物の質の違いに着目して分類する。 

具体的には以下のような観点に着目する。 

① 生産物の用途の違い 
ⅰ）生産物の需要先 

事業者向け、一般消費者向け、輸出向けなど、その需要先（注）が異なるこ

とがほぼ特定できる場合は、別の生産物として分類する。 
（注）最終的な生産物の需要者であり、最終需要者ではない卸売業者又は小売業者への

販売を除く。 

ⅱ）生産物の代替性 

    生産物相互の代替性が低いものは、別の生産物として分類する。 

② 生産物の質の違い 

生産物の内容、性質に違いがある場合は、別の生産物として分類する。 

   また、上記①及び②の観点に加え、国際比較可能性についても考慮する。 

 

（２）上記（１）①ⅰ）の生産物の需要先に関連して、事業者向けの生産物と一般消費

者向けの生産物を分類する際には、統計調査の報告者である事業所又は企業の回答

可能性を考慮して、後述する最も詳細な分類である「詳細分類」と、その直近上位

の「統合分類」のいずれかで分類する。 

基本的な考え方は以下のアからエまでのとおりであるが、分類に際しては、（ア）

国民経済計算、産業連関表及びＳＵＴの推計上の必要性、（イ）政策上又は研究上の

ニーズ、（ウ）国際比較可能性及び（エ）売上高、生産額等の規模についても考慮す

る。 

ア 生産物の用途又は質が異なり、かつ、報告者における「事業者向け」と「一般

消費者向け」の回答可能性が高いもの 
⇒ 統合分類で区分 

イ 生産物の用途又は質は異なるが、報告者における「事業者向け」と「一般消費

者向け」の回答可能性が低いもの 
⇒ 前記（ア）～（エ）を勘案して、統合分類又は詳細分類で区分 

ウ 生産物の用途及び質はほぼ同じだが、報告者における「事業者向け」と「一般

消費者向け」の回答可能性が高いもの 
 ⇒ 詳細分類で区分 

エ 生産物の用途及び質はほぼ同じであり、かつ、報告者における「事業者向け」

と「一般消費者向け」の回答可能性が低いもの 
  ⇒ 区分しない 

 なお、上記の考え方は、「国内向け」、「輸出向け」などの区分に際しても準用する。 
 

なお、サービス分野の生産物分類では、ソフトウェアなど財と同様に卸売業や小

売業を経由して需要者に提供されるような生産物については、供給者が事業者に

おける使用を想定して生産した「事業用」と、一般消費者（家庭）における使用を

想定して生産した「家庭用」に区分している。財分野の生産物分類の検討において
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この考え方を適用する場合は、上記分類基準における「事業者向け」を「事業用」

に、「一般消費者向け」を「家庭用」に読み替えて適用する。 

 

    イ 産業別生産物分類リストの記載要領 

「産業別生産物分類リスト」【別紙様式 2】の各欄の記載要領は以下のとおり。 

(ｱ) 「日本標準産業分類」欄 

検討対象となるＪＳＩＣ（大・中・小・細分類）を記載する。 

(ｲ) 「分類コード」欄 

検討対象産業の主たる生産活動の生産物（主業の生産物）には、サービス分 

野の生産物分類に係る暫定分類コードの付番方法に準じて付番した分類コード

を記載する。 

暫定分類コードについて 

財分野の生産物分類に付与される暫定分類コードは以下のとおりとする。 

図 暫定分類コードレイアウト 

1 桁目 ２桁目 ３桁目 ４桁目 5 桁目 6 桁目 7 桁目 8 桁目 9 桁目 10 桁目  

1 6 3 0 0 3 0 3 1 R ③※ 需要先識別コード 
④※ 後置符号 

①ＪＳＩＣの分類符号 ②品目細分コード ③※ ④※ 

    

① ＪＳＩＣの分類符号 

当該生産物に対応するＪＳＩＣ小分類（３桁）を充てる。ＪＳＩＣ中分類（２桁）

レベルで対応している生産物は３桁目を「0」とし、ＪＳＩＣ細分類（４桁）レベル

で対応している生産物は４桁目も付番されるが、それ以外は、４桁目は原則として

「0」とする。 

なお、主たる産業が特定されない生産物については、ＪＳＩＣの分類符号を「9999」

と表示する。 

 

 ② 品目細分コード 

統合分類及び詳細分類を細分するコードであり、５桁目から８桁目までで構成し

ている。 

  ⅰ）統合分類細分コード（５桁、６桁目） 

「01」～「99」を使用し、「00」は使用しない。なお、「99」は統合分類の「その

他」項目（バスケット項目）にのみ使用し、通常項目（バスケット項目以外の分

類項目）には使用しない。 

  ⅱ）詳細分類細分コード（７桁、８桁目） 

「00」～「99」を使用し、「00」は統合分類にのみ使用し、「99」は詳細分類の

「その他」項目（バスケット項目）にのみ使用し、通常項目（バスケット項目以

外の分類項目）には使用しない。 

なお、品目細分コードは、それぞれ初期においては、原則として、３の倍数を

付番することとする（例：「03」、「06」、「09」、「12」･･･）。 

 

③ 需要先識別コード 

需要先を識別するコードであり、９桁目で構成している。 

「0」～「9」を使用する。専らの需要先が異なることがほぼ特定可能な場合は、

以下の「1」、「2」又は「6」から選定し、需要先が混在していて特定できない場合又

は需要先が不明である場合は「9」とする。 
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「1」：事業者向け 

「2」：一般消費者向け 

「6」：輸出向け 

「9」：混在・不明 

 

 ④ 後置符号 

参考として設ける符号であり、全ての生産物に付番されるものではない。財分野

の生産物分類では、以下の４つの後置符号を設定している。 

なお、後置符号については、今後の財分野の検討を踏まえ、追加・削除されるこ

とがあり得る。 

    「Ｃ」：専ら費用積み上げにより生産額を測定する生産物に付番 

「Ｒ」：生産物に関連して把握が必要な収入項目に付番 

「Ｕ」：賃加工品（※Outsourced products） 

「Ｋ」：くず・廃物（※Kuzu・Haibutsu） 

 

 

また、検討対象産業の副次的な生産活動の生産物（副業の生産物）については、

暫定分類コードの代わりに「S」（※Secondary products）と記載し、後述(ｶ)の

「初出コード」欄に初出コードを記載する。なお、副業の生産物が未設定であり、

今後の研究会における検討を待つ必要のあるものは「PS」と記載する。 

     (ｳ) 「分類項目名」欄 

分類項目の名称を記載する。 

    (ｴ) 「定義・内容例示」欄 

      分類項目の定義及び内容例示を記載する。 

     (ｵ) 「備考」欄 

       分類項目を設定した根拠（国際分類、既存統計調査品目など）を記載する。 

     (ｶ) 「初出コード」欄 

       (ｲ)で分類コード欄を「S」と記載した副業の生産物について、該当する「サ

ービス分野の生産物分類（2019 年設定）」又は過去の研究会で検討済みの財分野

の生産物分類の分類コードを記載する。 

 

    ウ 卸売サービス、小売サービスの検討 

Ｉ卸売業，小売業の生産物（卸売サービス、小売サービス）については、財の検

討時に当該財に関連する卸売サービス、小売サービスの素案を併せて検討する。 

なお、Ｉ卸売業，小売業の全体については、2020 年 11 月に開催予定の第 30 回

研究会において改めて検討予定である。 

     (ｱ) 各財分野における素案の検討 

       素案段階では、原則として、対応する財と整合的に（販売する財別に）設定

することとし、粒度は対応する財の統合分類レベル又は統合分類をさらに集約

したレベルとする。 

また、この段階において、卸売・小売業者へのヒアリング等は必須としない。 
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     (ｲ) Ｉ卸売業，小売業における分類原案の検討 

       Ｉ卸売業，小売業の生産物の分類原案の検討時は、各財分野において設定し

た素案をベースに、卸売サービス、小売サービスの分類原案の全体を整理する。 

       原案作成に当たっては、対応する財と整合的に策定することを基本とし、他

の分野と同様に、国際分類との比較検討を行うほか、企業等へのヒアリングに

より回答可能性を確認し、素案の必要な見直しを行う。 

 

(4) オブザーバー府省庁等への意見照会 

事務局が作成した二次原案は、研究会の 2～3週間前に、オブザーバー府省庁に

事前送付し、意見照会を行い、必要な修正を行う。 

また、事務局は必要に応じて事前説明会を開催し、オブザーバー府省庁から意見

を聴取する。 

 

４ 生産物分類策定研究会における検討（1 回目） 

  研究会では、事務局より「産業（業界）研究資料」、「産業別生産物分類策定参考資料」、

「産業別生産物分類リスト」についての説明を行う。併せて、事務局は研究会での「論

点」を明示し、研究会においては当該論点を中心に検討を行う。 

 

５ 修正二次原案の作成 

  研究会での指摘を踏まえて、事務局は二次原案の修正の検討を行う。その際、必要に

応じて、企業等への補足ヒアリングや関係府省庁等への意見照会を行う。 

  研究会における意見とその対処方針について「主な御意見とその対処方針（案）」【別

紙様式 3】に整理する。また、対処方針（案）に沿って、「産業別生産物分類リスト」【別

紙様式 2】を修正する（修正二次原案）。 

 

６ 生産物分類策定研究会における検討（２回目） 

   研究会では、事務局は「主な御意見とその対処方針（案）」に沿って修正二次原案につ

いての説明を行う。 

【産業横断的に行う作業】 

７ 産業分類との対応関係の整理 

   本分類とＪＳＩＣとの対応関係については、ある生産物（詳細分類）を産出する主た

る産業（ＪＳＩＣ小分類（３桁））の整理を行う。 

対応関係の整理に際しては、①ある産業にとっての主たる生産物は何か、②ある生産

物を産出する主たる産業は何か、③前記①及び②のいずれの視点からも主たる産業が特

定されない生産物はあるかの３つの観点から検討し整理する。   

   また、委託調査研究や企業ヒアリング等の結果を参考として、ＪＳＩＣ中分類（2桁）

の各産業に格付けられる企業の主たる生産活動の生産物（主業の生産物）と副次的な生

産活動の生産物（副業の生産物）の産出状況を整理し、行（生産物分類）と列（産業分
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類）のマトリックス形式で産業別生産物産出状況を整理する。 

 

 ８ サービス分野の生産物分類も含む中上位分類の構築 

   ※検討中 

 

 ９ 国際分類（ＣＰＣ、ＨＳ）との対応表の作成 

   ※検討中 
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